
川崎市上下水道局企業職員の給与の口座振込取扱要綱 

（昭和５９年７月２３日５９川水総労第２０４号）  

  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等

に関する規程（昭和３２年川崎市水道部規程第５号）第２６条の２の規定に

基づき、上下水道局企業職員（以下「職員」という。）の給与の口座振替に

よる支払（以下「口座振込払」という。）の申出等に係る取扱に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （口座振込払の対象となる給与） 

第２条 口座振込払の対象となる給与は、次に掲げるもので、電子計算機で計

算されたものとする。 

 (１) 給料及び当該給料の支給に併せて支給される諸手当 

 (２) 期末手当及び勤勉手当 

 (３) 給与改定が遡及して実施された場合における改定差額 

２ 職員は、前項各号に規定する区分ごとに選択して、口座振込払による支給

を申し出ることができる。 

 （振込先金融機関）  

第３条 振込のできる機関（以下「金融機関等」という。）は、出納取扱金融

機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。  

２ 振込のできる口座（以下「預貯金口座」という。）は、預金口座（普通預

金口座（総合口座を含む。）又は当座預金口座をいう。）及び貯金口座（通常

貯金口座（総合口座を含む。）をいう。）とする。  

 （預貯金口座の開設及び口座数） 

第４条 口座振込払を申し出る職員は、金融機関等に本人名義の預貯金口座を



開設していなければならない。  

２ 口座振込払を受ける預貯金口座の数は、職員の申出により２口座までとす

る。ただし、第２条第１項第３号に規定する給与については、１口座とする

。 

 （口座振込払の額） 

第５条 口座振込払の額は、第２条の規定により、選択した給与の支給総額か

ら法律又は協定の規定により控除される額を差し引いた金額（以下「差引支

給額」という。）とする。 

２ 差引支給額を職員の選択により２口座に振り分ける場合の口座振込払の額

は、一方の預貯金口座には申出額（千円単位の額とする。）とし、他方の預

貯金口座には差引支給額から当該申出額を差し引いた金額とする。 

（一部現金払） 

第６条 前条第２項に規定する申出額については、職員の申出により、当分の

間現金で支給することができる。 

   第２章 口座振込払の申出 

（口座振込払の申出） 

第７条 口座振込払の申出は、川崎市給与口座振込申出書（兼変更届）（別記

様式。以下「申出書」という。）を上下水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）に提出することにより行うものとする。この申出を変更する場合又

は取り消す場合についても同様とする。 

（手続） 

第８条 前条の申出をしようとする職員は、申出書を、所属長を経由して、管

理者に提出するものとする。  

 （口座確認） 

第９条 管理者は、前条の規定により提出された申出書について、預金通帳又



は貯金通帳（キャッシュカード等を含む。以下「預貯金通帳」という。）の

写しを添付させ、及び預貯金通帳を提示させる方法により、口座振込払に必

要な事項を確認するものとする。 

 （口座振込払の手続） 

第１０条 口座振込払は、管理者が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られている記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。

)及び資金を出納取扱金融機関に交付することにより行う。（口座振込払の

手続） 

２ 出納取扱金融機関は、前項の規定により交付された電磁的記録及び資金に

基づき口座振込払の手続きを行った結果について、振込指定日（当該給与の

指定日をいう。以下同じ。）に個人ごとの内訳を記載した書面により管理者

に報告する。 

（開始・変更・取消しの時期）  

第１１条 給与の口座振込払は、第８条に規定する申出を管理者が受理した日

の属する月の翌月から開始する。ただし、１１月において２６日以降に受理

したものについては、翌々月から開始する。 

（預貯金口座からの払戻し）  

第１２条 振り込まれた給与の預貯金口座からの払戻しは、振込指定日の午前

１０時以後とする。  

   第３章 口座振込不能の処理  

（口座振込不能の処理）  

第１３条 口座振込払の申出のあった給与が預貯金口座に振込できない場合は

現金払の方法による。この場合における給与の支払は、当該振込指定日の午

後３時までに振込不能の資金の返戻があったことを確認した後に行うものと



する。  

２ ２口座を選択した場合において、そのうちの１口座が振込不能となったと

きは、当該口座を振込不能とする。 

 （口座振込不能の通知等）  

第１４条 振込不能が生じた場合、出納取扱金融機関は、当該振込指定日の正

午までに、管理者に振込不能である旨を通知するとともに、振込不能の資金

は午後３時までに返戻する。  

 （振込不能事由の確認）  

第１５条 管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、直ちに当該職員又

は所属長に通知する。  

２ 前項に規定する通知を受けた職員は、振込不能の内容について確認し、管

理者に回答する。  

（変更手続）  

第１６条 管理者は、前条第２項に規定する回答を受けた後、必要事項を記載

した書面により、出納取扱金融機関に振込の訂正又は取消しを依頼するもの

とする。  

２ 出納取扱金融機関は、管理者から前項に規定する依頼を受けたときは、振

込の訂正の場合にあっては直ちに訂正した預貯金口座に振込むものとし、振

込の取消しの場合にあっては資金を管理者に返戻するものとする。  

（現金による支払）  

第１７条 第１３条第１項の規定により給与を現金払の方法で支払う場合、管

理者は、給与等現金支給簿を作成した後、受領印を徴して当該職員に支払う

ものとする。  

 （振込不能後の取扱い）  

第１８条 振込不能となった職員に対する給与の支払は、以後原則として現金



払の方法によるものとする。  

  (職員情報システムによる処理)  

第１９条 この要綱の規定により行うこととされている口座振込払の手続等に

関する事務について、職員情報システム（職員の勤務情報等を処理するため

の電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を利用することができる場合は、

原則として、職員情報システムにより行うものとする。この場合において、

口座振込払は、その開始又は変更の登録が完了した日がその月の給与の支給

日の７日前（川崎市の休日を定める条例（平成元年川崎市条例第１６号）第

１条第１項に規定する休日を除く。）である場合に限り、その月から開始し、

又は変更する。 

２ この要綱の規定により作成することとされている書類等 (書類その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。 )については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁

的記録をもって代えることができる。  

      第４章 雑則 

（委任）  

第２０条 この要綱に定めるもののほか、実施についての必要な事項は、労務

課長が定める。 

   附 則  

１ この要綱は、昭和５９年７月２７日から施行する。  

２ 給与の口座振込払は、昭和５９年１０月支給給与から開始する。  

３ 前項の場合の口座振込払に係る口座確認については、一括して職員の指定

した預金口座を振込先金融機関において確認する。  

   附 則  

 この改正要綱は、公布の日から施行し、平成４年４月１日から適用する。  



   附 則  

 この改正要綱は、平成４年９月２９日から施行する。 

   附 則  

 この改正要綱は、平成１６年２月９日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



 


